
 

- 1 - 
 

資料統分 32-２ 

Ⅰ．中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・業務全般の見直しの当初案整理表（案） 

法人名 独立行政法人統計センター 府省名 総務省 

沿 革 
内閣統計局、総理府統計局などに属する内部機関 → 昭 59.7 総務庁統計センター  

→ 平 13.１総務省統計センター → 平 15.4 独立行政法人統計センター 

中期目標期間 第１期：平成 15年度～19年度（５年間） 

第２期：平成 20年度～24年度（５年間） 

役員数及び職員数 

（平成24年3月31日現在） 

※括弧書きで監事の数を記載。 

役員数は監事を含めた数字を記載。 

役員数（うち、監事の人数） 職員数 

法定数 常勤の実員数 非常勤の実員数 常勤職員 非常勤職員 

6人（2人） 3人（0人） 3人（2人） 841人 261人 

年  度 平成 20年度 平成 21年度 平成 22年度 平成 23年度 平成 24年度 平成25年度(要求) 

国からの財

政支出額の

推移 

 

（単位：百万円） 

一般会計 9,399 10,350 9,784 9,426 8,846 ― 

特別会計 ― ― ― ― ― ― 

計 9,399 10,350 9,784 9,426 8,846 ― 

 うち運営費交付金 9,399 10,350 9,784 9,426 8,846 ― 

 うち施設整備費等補助金 ― ― ― ― ― ― 

 うちその他の補助金等 ― ― ― ― ― ― 

  うち政府出資金 ― ― ― ― ― ― 

支出予算額の推移  （単位：百万円） 9,399 10,350 9,784 9,426 8,846 ― 

利益剰余金（又は繰越欠損金）の推移 565 920 1,354 1,618   

（単位：百万円） 発生要因 平成 23年度決算額において、利益剰余金は約 16億円であり、主な発生要因は、業務の効率化により余剰金が発生した

ため。 

見直し内容  利益剰余金については、中期計画最終年度に統計センター法第 13条に基づく手続を行い、主務大臣の承認を受けた金

額以外は国庫へ納付する。 

運営費交付金債務残高  （単位：百万円） 303 918 1,566 2,094   

行政サービス実施コストの推移 （単位：百万円） 9,106 9,639 9,006 8,716 (見込み) － (見込み) － 

見直しに伴う行政サービス実施コ

ストの改善内容及び改善見込み額 

○ 行政サービスの実施及びコスト削減にあたっては、中期目標に基づき、業務経費、一般管理費の削減に努めるなど、

効率的な業務運営に努めている。 
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中期目標の達成状況 

（業務運営の効率化に関する事項

等）(平成 23年度実績) 

 

○ 経常統計調査等に係る経費及び一般管理費については、期末年度（平成 24年度）までに、前期末年度（平成 19年度）

の該当経費相当に対して 15％削減（▲2.1億円）を目標としていたところ、平成 23年度に前期末年度比 26.5％削減（▲

3.7億円）となり、目標を達成した。 

○ 人員の削減については、中期目標では期末（平成 24年度末）の常勤役職員数を、前期末（平成 19年度末）に対して

6.6％削減（▲59人の純減）していたところ、目標達成に向け着実に削減が進んでいる。 

○ 業務・システムの最適化については、平成 19年 10月に策定した「独立行政法人統計センターにおける業務・システ

ム最適化計画」に基づき、22 年度までに、対象システムの切替えをすべて完了させ、ハードウェアの統一化、コスト

削減、省スペース化、製表業務担当職員の利便性向上、PC の運用管理作業の省力化を実現し、23 年度は、実現した環

境の維持に努めた。この結果、平成 23年度は、効果比較年度の 18年度に比べて約６億３千万円の経費削減となった。 
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Ⅱ．事務及び事業の見直しに係る当初案整理表（案） 

法人名 独立行政法人統計センター 府省名 総務省 

事務及び事業名 製表事業・政府統計共同利用システム運営事業 

事務及び事業の概要 

○ 国勢調査その他国勢の基本に関する統計調査における製表事業並びに国の行政機関又は地方公共団体の委託

を受けて製表事業を行う。また、統計法（平成 19 年法律第 53 号）に基づき、同法に規定する一般からの委託

に応じた統計の作成等並びに匿名データの作成及び提供を受益者負担の原則の下、実施する。 

○ ｢統計調査等業務の業務・システム最適化計画」(平成 18年 3月 31日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議

決定)に基づき、全府省・地方公共団体が共同で利用する基盤システム（政府統計共同利用システム）について、

運営その他各種サービスを提供する。 

事務及び事業に係る予算額 

（単位：百万円） 

 

 21年度 22年度 23年度 24年度 25年度（要求） 

支出予算額 10,350 9,784 9,426 8,846 ‐ 
国からの財政支出額 10,350 9,784 9,426 8,846 ‐ 

事務及び事業に係る職員数 

（各年度末現在） 

常勤 863人 852人 841人 831人 ‐ 

非常勤 205人 231人 261人 ‐ ‐ 

「基本方針」での指摘 

 

【製表事業】 

○ 平成 23年度の経常統計調査等に掛かる経費について、平成 22年度と比較して 20％縮減する。 

○ 平成 23年度の一般管理費について、平成 22年度と比較して 20％縮減する。 

○ コンピュータ利用による統計業務の効率化のための研究（符号格付業務の自動化の研究及び未回答事項の機

械的な補完方法の研究）に重点化し、オートコーディングシステムの実用化に向けた技術の研究・開発につい

ては、早期に実用化を図る。 

 

【政府統計共同利用システム運営事業】 

○ 統計利用に係るワンストップサービスの実現、統計調査のオンライン化の推進等、システムの効率的・効果

的な運用に努める。 

 

事務及び事業の見直しに係る具体的措置

（又は見直しの方向性） 

 

 公的統計が「社会の情報基盤としての統計」としての役割を十分に果たすことができるよう、中央統計機関の

一翼として、公的統計制度の基盤となる役割を担い、その機能を十分に発揮すること。 

 先般の独立行政法人制度改革において行政執行法人とされたことを踏まえ、統計センターの政策実施機能が最

大限に発揮され、国民からの信頼を確保し得るものとすること。 

１ 各種統計調査の製表業務に関し、納期を順守するとともに、更なる質の向上に取り組むこと。 

２ 「独立行政法人の事務・事業の見直し基本方針」（平成 22年 12月 7日閣議決定）、「独立行政法人通則法の一

部を改正する法律案」及び「独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する
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法律案」（平成 24年 5月 11日閣議決定、国会提出）等に基づき、思い切ったスリム化、業務運営の高度化・効

率化に取り組むこと。その際、ＡＢＣ/ＡＢＭを基礎としたコスト管理を行うこと。  

３ 一方で、統計作成を取り巻く状況の変化から生じる業務量の増大にともなう以下の取組みについて、適切に

対応すること。 

① 調査環境悪化に伴う記入状況不備等への対応 

② 公的統計作成における各府省・地方公共団体への更なる支援 

③ 政府統計共同利用システムによるサービス提供の充実・強化 

４ 更に、新たに発生する以下の業務にも適切に対応すること。  

① 統計法に基づく「公的統計の整備に関する基本的な計画」（平成 21 年 3 月 13 日閣議決定）において求め

られているビジネスレジスター※への対応 

※ ビジネスレジスターとは、登記情報、労働保険情報、各種統計調査結果の情報を用いて全ての事業所・企

業の名簿を整備し、事業所・企業を対象とする統計調査で使用される母集団名簿を一元的に提供するもの。 

② 「電子行政オープンデータ戦略」（平成 24 年 7 月 4 日 IT 戦略本部決定）等に基づく公的統計データの提

供拡大への対応（次世代統計提供システムの運用）。各種統計調査のデータ提供におけるニーズ把握の実

施 

③ 新たに創設されるサービス産業の実態を毎年捉える統計調査の製表への対応 

④ 物価の地域差を毎年捉える統計調査の製表等新たな統計調査への対応 

５ 外部からの不正アクセスやサイバー攻撃への対策を講じるとともに情報セキュリティ対策の徹底に引き続き

取り組むこと。 

６ 今後の発展的な業務運営に向け、適切な目標を立てるとともに、その業務の性質に応じた定量的な評価指標

の精緻化を図ること。 

備考〔補足説明〕 

 

【独立行政法人改革における行政執行法人として位置づけ】 

先般の独立行政法人制度改革により、統計センターが行政執行法人（公務員型）とされた理由は以下の４点で

ある。 

１ 行政執行型の業務に集中・純化  

民間委託等が可能である業務は極力民間委託等を行う方針を堅持することによりスリム化を徹底し、統計作

成の企画・設計、報告義務を課した調査対象者への内容照会、地方統計事務への助言・支援、結果の精度管理

等の行政執行型の業務（国の責任と判断の下で、国と密接な連携をとりつつ、確実・正確に執行されるべき業

務）に集中・純化すること。  

２ 争議権行使による業務の停滞が国民生活・社会経済に及ぼす影響 

争議権の行使等により消費者物価指数、完全失業率、家計調査結果（経常三調査）等の作成業務が停滞し、

結果公表等に遅延が生じれば、市場の混乱（社会経済の安定に直接かつ著しい影響）を招く恐れがあること。 
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３ 厳格な服務規律の確保の必要性 

個人情報の流出に対する国民の不安が高まり、統計調査への拒否が増加傾向にあり、統計調査結果の精度低

下への懸念。この状況への対応には、個人・企業情報など秘密情報を取扱う統計センターの職員にあっては、

国民からの信頼をより一層確保するため、守秘義務のみならず服務規律を厳格に保つ必要があること。 

４ 秘密情報を扱うことによる中立公正性の確保の必要性 

国勢調査や経済センサス等の全国民・世帯、全企業・事務所の調査票等の秘密情報を扱ってきたところ。さ

らに、新たな業務の拡大に伴い、公表前情報・調査票情報などの秘密情報の取扱量も増大。守秘義務のみなら

ず私企業からの隔離等を含む中立公正性を確保することにより、国民及び市場の信頼を確保することが必要で

あること。 
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前回の「勧告の方向性」における主な指摘事項の措置状況（平成 24 年 8月現在）（案） 

 

 

総務省所管（１法人） 

整理 

番号 
法人名 「勧告の方向性」における主な指摘事項 措置状況（①措置済み、②対応中、③未措置） 

 統 計 セ

ン タ ー

（19） 

   

○統計センターの組織運営については、業務の再

編成・高度化を図るため、以下の措置を講ずるこ

とにより、統計データの品質確保を図りつつ、徹

底したスリム化・低コスト化を行うものとする。 

① 各調査別・各工程別（受付、符号格付等）に業

務量及びコストの現状を把握・分析するとともに、

当該分析を踏まえ、次期中期目標期間中の経費・

要員の具体的な効率化目標を設定する。 

 

① ○業務量・コストの現状を把握・分析し、数値目標を設

定した中期目標、中期計画を策定。 

○各調査別・各工程別に要員投入量の計画をたてた上で

業務を実施し、要員投入に係る計画と実績を評価するこ

とにより、スリム化・低コスト化を推進してきたところ。

それにより、経常経費である業務経費（経常統計調査等

に係る経費）及び一般管理費については前期末年度（平

成 19 年度）の該当経費相当に対して 15％削減（▲2.1

億円）目標を、人員の削減については前期末（平成 19

年度末）に対して 6.6％削減（▲59人の純減）目標をそ

れぞれ達成した。 

 

② 大規模周期調査の符号格付業務についての官

民競争入札等の導入などの民間開放等を積極的に

推進する。 

① ○平成 21年経済センサス‐基礎調査の産業分類、平成

21年全国消費実態調査の収支項目分類、平成 22年国勢

調査の産業・職業分類、平成 24年経済センサス‐活動

調査の産業分類の各符号格付業務について民間委託を

実施した。 
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○受託製表業務については、本来統計センターが

担うこととされている国勢の基本に関する統計調

査の製表業務を圧迫しない範囲内で実施するもの

とする。その際、コスト管理を徹底するものとす

る。 

① ○国勢の基本に関する統計調査の製表業務を圧迫しな

い範囲内で、各府省の統計作成を支援（平成 23年度に

おいては、20調査について受託製表を実施）。その際、

各調査別・各工程別に要員投入量の計画をたてた上で業

務を実施し、要員投入量に係る計画と実績を評価するこ

とにより、コスト管理を徹底。 

 

○製表等の技術研究については、より効率的に業

務運営を行う観点から、次期中期目標期間中は、

符号格付業務の自動化の研究及び未回答事項の機

械的な補完方法の研究に重点化するものとする。

その際、できる限り具体的かつ定量的な研究成果

の目標等を設定し、その達成度の評価に基づき着

実な技術研究の遂行を図るものとする。 

① 符号格付業務の自動化の研究及び未回答事項の機械的

な補完方法の研究に職員を重点的に割り当てた。また、

以下のとおり研究成果を実用化した。 

 

(符号格付業務の自動化）   

○市区町村コードの自動格付けに関する研究を実施。そ

の研究成果を平成 20年住宅・土地統計調査及び平成 22

年国勢調査へ適用(自動格付け率を目標に設定）。 

○統計分類符号に関する自動格付けの研究・開発を行

い、平成 21年経済センサス‐基礎調査、平成 21年全国

消費実態調査、平成 22年国勢調査、平成 23年社会生活

基本調査及び平成 24年経済センサス‐活動調査で実用

化(精度及び自動格付け率を目標に設定）。 

 

（未回答事項の機械的な補完方法） 

○データの審査業務の効率化を図るため、国勢調査等の
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調査票データを用いて未回答事項の機械的な補完に関

する研究を実施し、随時実務に導入。 

 

○統計センターの事務及び事業については、簡素

で効率的な政府を実現するための行政改革の推進

に関する法律（平成 18 年法律第 47 号）第 52 条

の規定の趣旨を踏まえ、統計法（平成 19 年法律

第 53 号）の全面施行に合わせ平成 21 年度から非

公務員が担うものとする。 

－ ○第 169回国会（平成 20年）に統計センター役職員を

非公務員化する内容の「（独）統計センター法の一部を

改正する法律案」を提出されたが、採決に至らず審議未

了となり、第 171回国会の衆議院解散に伴って廃案。 

○その後、独立行政法人通則法改正案及び整備法案（平

成 24年 5月 11日閣議決定）により、統計センターは行

政執行法人に移行し、役職員は国家公務員とすることが

政府決定された。 

 

 

 

 


